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７月・８月の主な活動の様子

登録して、自分とみんなの人権を守ろう     
ぜひ事前登録型本人通知制度に登録を！ 

■私たちが知らないうちに、住民票や戸籍が不正に取得されています。 

   ２０１１（平成 23）年１１月に、東京都内の法律事務所が仲介業者を通じ、全国各地の探偵社や調

査会社からの依頼を受け大量の戸籍謄本等の不正取得を繰り返した事件が発生しました。このことは、

「プライム事件」として大きく報道されました。この事件により、依然として、国民の中に結婚などに際して

相手の身元を調べるという差別意識が存在していることが明らかになりました。 

■事前登録型本人通知制度は、こうした不正取得を防止するために導入されました。 

  制度に登録することによって、 

① 誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、 

事実関係の早期究明が期待できます。 

② 不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。 

※まだ登録をされてない方は、市民課または各出張所で登録をお願いいたします。 

第３回じんけんふれあい教室 

第３回は、大迫輝子さんを講師にお迎えして「洗

濯ばさみを使った小物づくり教室」を開催しました。   

洗濯ばさみ・フエルト・綿・ボタン・リボンを材料に

針と糸で作っていきます。参加している方の笑顔や

手慣れた感じで作業している様子がとても印象的で

した。 

第４回は、９月１１日(金)に開催致します。 

 第２回人権ミニ講座 

第２回は、男女共同参画室職員の青柳純子さん

を講師にお迎えして「女性と人権」について講座を

開催しました。青柳さんが今まで経験した事やしな

い事、参画室での相談内容から見える事や学んだ

事など様々な話をしていただきました。 

第３回は、「高齢者の人権」について学習します。 



 

～９月・１０月の行事予定～ 
 

☆「春木っ子」学習室 ☆         ☆ じんけんふれあい教室 ☆ 

   毎週水曜日  １５：１０～１６：３０     ９月１１日（金）・１０月９日（金）

   ９月２日・９日・１６日・３０日        １０：００～１２：００   

１０月７日・１４日・２１日・２８日       「牛乳パックを利用した 

☆ 人権ミニ講座 ☆                小物入れづくりⅠ・Ⅱ」 

9 月１7 日（木）１０：００～１１：３０                     

「高齢者の人権」 別府市高齢者福祉課職員 沖村彰子さん           

『差別をなくす市民の集い』 

●と き  ８月２５日（火）１３：３０～１５：３０ 

●ところ  別府市ビーコンプラザ３階 国際会議室 

   ●演 題    「人を植える」からの出発 ～私たちにとっての人権・同和問題～ 

●講 師  公益社団法人 福岡県人権研究所理事   園田 久子さん 

◆どなたでも入場できます。
◆託児サービスを⾏います。 

部落解放共闘別府速見杵築地区会議主催行事 

「２０１５年度全体学習会」 
●と き  ８月２２日（土） 

１０：００～１２：００ 受付９：３０～ 

(どなたでも入場可能ですが、受付にて氏名等の記入があります) 

●ところ  日出町中央公民館ホール 

   ●内 容   「ある精肉店のはなし」(ＤＶＤ上映) 
 

牛の飼育から屠畜解体まで、いのちが輝いている、前代未聞の優しいドキュメンタリー。 

～鎌田 慧(ルポライター) 
大阪貝塚市での屠畜見学会。 
牛のいのちと全身全霊で向き合うある精肉店との出会いから、この映画は始まった。 
家族４人の息のあった手わざで牛が捌かれていく。牛と人の体温が混ざり合う屠場は、熱気に満ちていた。
 
店に持ち帰られた枝肉は、丁寧に切り分けられ、店頭に並ぶ。 
皮は丹念になめされ、立派なだんじり太鼓へと姿を変えていく。 
 
家では、家族４世代が食卓に集い、いつもにぎやかだ。 
家業を継ぎ７代目となる兄弟の心にあるのは被差別部落ゆえのいわれなき差別を 
受けてきた父の姿。 
差別のない社会にしたいと、地域の仲間とともに部落解放運動に参加するなかで 
いつしか自分たちの意識も変化し、地域や家族も変わっていった。 
 
２０１２年３月。代々使用してきた屠畜場が、１０２年の歴史に幕を下ろした。 
最後の屠畜を終え、北出精肉店も新たな日々を重ねていく。 
 
いのちを食べて人は生きる。「生」の本質を見続けてきた家族の記録。 

入場無料 

８月は「差別をなくす運動月間」です。 
 １９６５(昭和４０)年８月、「同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法に

よって保障された基本的人権に関わる問題である」、「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国

民的課題である」とうたった同和対策審議会答申が出されました。これを機に、大分県では答申

が出された８月を『差別をなくす運動月間』と定めています。 


